
 

◎警備業法に基づく法定教育の実施 

一部会員企業により、プール監視員に対し、警備業教育を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでも各会員企業では、プール監視員に対して、雇入れ時点における教育研修と定期的な教育

並びに救助訓練を実施してきましたので、今後はこうしたノウハウを活用しながら、警備業法に則した教

育を実施してまいります。 
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平成 25 年 3 月、警察庁より警備業界及びビルメン業界等にプール監視業務に従事する警

備員の教育内容に関する解釈等が示されました。同時にプール監視業務について教育が必

要であると考えられる内容について参考に実施されるよう項目が示されました。 

 

【示された教育内容】 

 警備業法にかかる教育内容の内、業務別教育の「その他当該警備業務を適正に実施するた

め必要な知識及び技能に関すること。」としての具体的内容は以下の通り。 

 プール施設の構造と日常の保守、点検等に関すること 

 プール施設での安全管理体制の整備や事故防止対策に関すること 

 プール施設での監視や緊急対処としての救助、救護に関すこと 

 プール施設での装備資機材の活用や利用者への情報提供に関すること 

 その他緊急事態の対応に関すること 



 

 

 

 

教育については、テキストやスライド等の補助資料を活用して、教育効果があがるよう各社工夫して

取り組んでおります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教 育 資 料】 （参考） 


